
瀬戸市告示第１０７号 

瀬戸市議会１２月定例会を次のとおり招集する。 

令和７年１１月１８日 

瀬戸市長 川 本 雅 之 

１ 日  時  令和７年１１月２８日 午前１０時 

２ 場  所  瀬戸市議会議事堂 

 

 

写 



 



議 案 一 覧 表 

第７５号議案  瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び 

        期末手当に関する条例の一部改正について ········· １ 

第７６号議案  特別職の職員の給与に関する条例の一部改正 

        について ······································· ４ 

第７７号議案  瀬戸市職員の給与に関する条例の一部改正に 

        ついて ········································· ７ 

第７８号議案  一般職の任期付職員の採用等に関する条例の 

        一部改正について ····························· ２１ 

第７９号議案  地方公務員法の一部改正等に伴う関係条例の 

        整備に関する条例の一部改正について ··········· ２５ 

第８０号議案  瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について ······· ２７ 

第８１号議案  瀬戸市西陵地域交流センターに係る指定管理 

        者の指定について ····························· ３０ 

第８２号議案  瀬戸市品野台地域交流センターに係る指定管 

        理者の指定について ··························· ３１ 

第８３号議案  瀬戸市水野地域交流センターに係る指定管理 

        者の指定について ····························· ３２ 

第８４号議案  瀬戸市指定ごみ袋の買入れについて ············· ３３ 

第８５号議案  瀬戸市火災予防条例の一部改正について ········· ３４ 

第８６号議案  瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサ 

        ービスセンターに限る。）に係る指定管理者 

        の指定について ······························· ３７ 

第８７号議案  瀬戸市高齢者生きがい活動施設に係る指定管 

        理者の指定について ··························· ３８ 



第８８号議案  瀬戸市水野在宅福祉センター（瀬戸市水野地 

        域包括支援センター（運営）を除く。）に係 

        る指定管理者の指定について ··················· ３９ 

第８９号議案  瀬戸市自然児童遊園に係る指定管理者の指定 

        について ····································· ４０ 

第９０号議案  瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関 

        する基準を定める条例等の一部改正について ····· ４１ 

第９１号議案  瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサ 

        ービスセンター等を除く。）に係る指定管理 

        者の指定について ····························· ４９ 

第９２号議案  小中学校指導者用タブレット端末一式の買入 

        れについて ··································· ５０ 

第９３号議案  パルティせと市民交流センター条例の一部改 

        正について ··································· ５１ 

第９４号議案  尾張東部（瀬戸）地域文化広場に係る指定管 

        理者の指定について ··························· ５３ 

第９５号議案  瀬戸市定光寺野外活動センターに係る指定管 

        理者の指定について ··························· ５４ 

第９６号議案  瀬戸市都市公園に係る指定管理者の指定につ 

        いて ········································· ５５ 

第９７号議案  瀬戸市道路占用料条例の一部改正について ······· ５６ 

第９８号議案  瀬戸市公共用物の管理に関する条例の一部改 

        正について ··································· ６２ 

第９９号議案  瀬戸市河川管理条例の一部改正について ········· ６５ 

第１００号議案  駐車場に係る指定管理者の指定について ········· ６７ 



第１０１号議案  瀬戸市火入れに関する条例の一部改正につい 

        て ··········································· ６８ 

第１０２号議案  道の駅瀬戸しなの（地域振興施設に限る。） 

        に係る指定管理者の指定について ··············· ７０ 

第１０３号議案  道の駅瀬戸しなの（地域振興施設を除く。） 

        に係る指定管理者の指定について ··············· ７１ 

第１０４号議案  瀬戸市水道事業給水条例の一部改正について ····· ７２ 

第１０５号議案  令和７年度瀬戸市一般会計補正予算（第５号） ··· 別冊 

第１０６号議案   令和７年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計 

補正予算（第２号） ··························· 別冊 

第１０７号議案  令和７年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計補正 

        予算（第１号） ······························· 別冊 

第１０８号議案  令和７年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正 

予算（第２号） ······························· 別冊 

第１０９号議案  令和７年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計補 

        正予算（第１号） ····························· 別冊 

第１１０号議案  令和７年度瀬戸市水道事業会計補正予算（第 

        ２号） ······································· 別冊 

第１１１号議案  令和７年度瀬戸市下水道事業会計補正予算（ 

        第３号） ····································· 別冊 

同 意 第 ９ 号  瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の選任に 

        ついて ······································· 別途 

同意第１０号  瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の選任に 

        ついて ······································· 別途 

諮 問 第 ２ 号  人権擁護委員の推薦について ··················· 別途 



諮 問 第 ３ 号  人権擁護委員の推薦について ··················· 別途 

諮 問 第 ４ 号  人権擁護委員の推薦について ··················· 別途 

報告第１７号  専決処分の報告について ······················· 別紙 



 

１ 

 

７年市長提出第７５号議案 

瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

の一部改正について 

瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

   瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例 

第１条 瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例（平成２０年瀬戸市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（ 

前項後段に規定する者にあっては、任期満了、

辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職

を離れた日現在）において前項に規定する者が

受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額

に１００分の４５を超えない範囲内で市長が定

める割合を乗じて得た額の合計額に６月に支給

する場合においては１００分の１７２．５、１

２月に支給する場合においては１００分の１７

７．５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（ 

前項後段に規定する者にあっては、任期満了、

辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職

を離れた日現在）において前項に規定する者が

受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額

に１００分の４５を超えない範囲内で市長が定

める割合を乗じて得た額の合計額に１００分の

１７２．５を乗じて得た額に、基準日以前６箇

月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

 

 



 

２ 

 

 ⑴から⑷まで ＜省略＞  ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

第２条 瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（ 

前項後段に規定する者にあっては、任期満了、

辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職

を離れた日現在）において前項に規定する者が

受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額

に１００分の４５を超えない範囲内で市長が定

める割合を乗じて得た額の合計額に１００分の

１７５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（ 

前項後段に規定する者にあっては、任期満了、

辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職

を離れた日現在）において前項に規定する者が

受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額

に１００分の４５を超えない範囲内で市長が定

める割合を乗じて得た額の合計額に６月に支給

する場合においては１００分の１７２．５、１

２月に支給する場合においては１００分の１７

７．５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

 ⑴から⑷まで ＜省略＞  ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 
  

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和７年１２月２５日から施行する。ただし、第２条の

規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、



 

３ 

 

令和７年１２月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による

改正前の瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定によ

る期末手当の内払とみなす。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、令和７年８月７日付けの人事院勧告の内容を考

慮し、瀬戸市議会の議員の期末手当の支給割合を改定するに当たり、瀬戸

市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例中所要の事

項を改正するため必要があるからである。 



 



４ 

 

７年市長提出第７６号議案 

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 特別職の職員の給与に関する条例（昭和３６年瀬戸市条例第３号 

）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第４条 ＜省略＞ 第４条 ＜省略＞ 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、又は死亡したものにあっては、退職し、

又は死亡した日現在）における給料月額を基礎

として一般職の職員の例により算出した額とす

る。ただし、瀬戸市職員の給与に関する条例（ 

昭和３６年瀬戸市条例第４号）第２０条第２項

中「１００分の１２５」とあるのは「１００分

の１７２．５」と、「１００分の１２７．５」

とあるのは「１００分の１７７．５」とし、同

条第５項に規定する期末手当基礎額は、同項に

より算出された額に給料月額に１００分の２５

を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて

得た額を加算した額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、又は死亡したものにあっては、退職し、

又は死亡した日現在）における給料月額を基礎

として一般職の職員の例により算出した額とす

る。ただし、瀬戸市職員の給与に関する条例（ 

昭和３６年瀬戸市条例第４号）第２０条第２項

中「１００分の１２５」とあるのは「１００分

の１７２．５」とし、同条第５項に規定する期

末手当基礎額は、同項により算出された額に給

料月額に１００分の２５を超えない範囲内で市

長が定める割合を乗じて得た額を加算した額と

する。 

  

第２条 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下



５ 

 

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第４条 ＜省略＞ 第４条 ＜省略＞ 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、又は死亡したものにあっては、退職し、

又は死亡した日現在）における給料月額を基礎

として一般職の職員の例により算出した額とす

る。ただし、瀬戸市職員の給与に関する条例（ 

昭和３６年瀬戸市条例第４号）第２０条第２項

中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１

００分の１７５」とし、同条第５項に規定する

期末手当基礎額は、同項により算出された額に

給料月額に１００分の２５を超えない範囲内で

市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額

とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、又は死亡したものにあっては、退職し、

又は死亡した日現在）における給料月額を基礎

として一般職の職員の例により算出した額とす

る。ただし、瀬戸市職員の給与に関する条例（ 

昭和３６年瀬戸市条例第４号）第２０条第２項

中「１００分の１２５」とあるのは「１００分

の１７２．５」と、「１００分の１２７．５」

とあるのは「１００分の１７７．５」とし、同

条第５項に規定する期末手当基礎額は、同項に

より算出された額に給料月額に１００分の２５

を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて

得た額を加算した額とする。 
  

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和７年１２月２５日から施行する。ただし、第２条の

規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例（以下 

「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から適用す

る。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による

改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された

期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 



６ 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、令和７年８月７日付けの人事院勧告の内容を考

慮し、特別職の職員の期末手当の支給割合を改定するに当たり、特別職の

職員の給与に関する条例中所要の事項を改正するため必要があるからであ

る。 

 



 



７ 

 

７年市長提出第７７号議案 

瀬戸市職員の給与に関する条例の一部改正について 

瀬戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

るものとする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 瀬戸市職員の給与に関する条例（昭和３６年瀬戸市条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 （期末手当） （期末手当） 

第２０条 ＜省略＞ 第２０条 ＜省略＞ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に

支給する場合においては１００分の１２５、１

２月に支給する場合においては１００分の１２

７．５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の期間における当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分

の１２５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月

以内の期間における当該職員の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

 ⑴から⑷まで ＜省略＞  ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の

規定の適用については、同項中「１００分の１

２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１

００分の１２７．５」とあるのは「１００分の

７２．５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の

規定の適用については、同項中「１００分の１

２５」とあるのは「１００分の７０」とする。 

４から６まで ＜省略＞ ４から６まで ＜省略＞ 

（勤勉手当） （勤勉手当） 



８ 

 

第２１条 ＜省略＞ 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が

定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じ

て得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職

員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲

げる額を超えてはならない。 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し

、又は死亡した職員にあっては、退職し、又

は死亡した日現在。次項及び附則第１４項第

４号において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額を加算した額に、６月に支給する

場合においては１００分の１０５、１２月に

支給する場合においては１００分の１０７．

５を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤

勉手当基礎額に、６月に支給する場合におい

ては１００分の５０、１２月に支給する場合

においては１００分の５２．５を乗じて得た

額の総額 

第２１条 ＜省略＞ 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が

定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じ

て得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職

員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲

げる額を超えてはならない。 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務 

職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し

、又は死亡した職員にあっては、退職し、又

は死亡した日現在。次項及び附則第１４項第

４号において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額を加算した額に１００分の１０５

を乗じて得た額の総額 

 

 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤

勉手当基礎額に１００分の５０を乗じて得た

額の総額 

 

 

３から５まで ＜省略＞ ３から５まで ＜省略＞ 
  

別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

職員の

区分 

級 

号給  

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

  円 円 円 円 円 円 円 円 

1 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 471,900 

2 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 477,200 

3 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 482,100 

4 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 486,700 

5 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 490,700 



９ 

 

6 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 494,100 

7 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 497,000 

8 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 499,500 

9 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 501,500 

10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600  

 11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100  

 12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600  

 13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100  

 14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400  

 15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700  

 16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900  

 17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100  

 18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400  

 19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700  

 20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900  

 21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100  

 22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900  

 23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700  

 24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500  

 25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100  

 26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700  

 27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300  

 28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900  

 29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600  

 30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400  

 31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800  

 32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500  

 33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000  

 34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400  

 35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800  

 36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200  

 37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600  

 38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900  

 39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200  

 40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500  

 41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800  

 42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100  

 43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400  

 44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700  

 45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000  



１０ 

 

 46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100   

 47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400   

 48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700   

 49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900   

 50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200   

 51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400   

 52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700   

 53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900   

 54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200   

 55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500   

 56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800   

 57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000   

 58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300   

 59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600   

 60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800   

 61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000   

 62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300   

 63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600   

 64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800   

 65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000   

 66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300   

 67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600   

 68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800   

 69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000   

 70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300   

 71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600   

 72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800   

 73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000   

 74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300    

 75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600    

 76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800    

 77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000    

 78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300    

 79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600    

 80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800    

 81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000    

 82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300    

 83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600    

 84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800    

 85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000    



１１ 

 

 86 266,200 305,800 355,700      

 87 266,500 306,100 356,100      

 88 266,800 306,400 356,500      

 89 267,100 306,700 356,700      

 90 267,400 307,000 357,100      

 91 267,700 307,300 357,500      

 92 268,000 307,600 357,900      

 93 268,300 307,800 358,100      

 94  308,000 358,400      

 95  308,300 358,800      

 96  308,700 359,100      

 97  308,900 359,400      

 98  309,200 359,800      

 99  309,500 360,200      

 100  309,900 360,600      

 101  310,100 361,100      

 102  310,400 361,500      

 103  310,700 361,900      

 104  311,000 362,300      

 105  311,200 362,800      

 106  311,500 363,200      

 107  311,800 363,500      

 108  312,100 363,800      

 109  312,300 364,200      

 110  312,600       

 111  313,000       

 112  313,300       

 113  313,500       

 114  313,700       

 115  314,000       

 116  314,400       

 117  314,600       

 118  314,800       

 119  315,100       

 120  315,400       

 121  315,700       

 122  315,900       



１２ 

 

 123  316,200       

 124  316,500       

 125  316,800       

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

  基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 

200,300 

円 

227,800 

円 

269,500 

円 

290,100 

円 

305,700 

円 

331,900 

円 

374,800 

円 

409,200 

第２条 瀬戸市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 ＜省略＞ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分

の１２６．２５を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間における当該職員の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

 

 

 ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の

規定の適用については、同項中「１００分の１

２６．２５」とあるのは「１００分の７１．２

５」とする。 

 

４から６まで ＜省略＞ 

第２０条 ＜省略＞ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に

支給する場合においては１００分の１２５、１

２月に支給する場合においては１００分の１２

７．５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の期間における当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。   

 ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の

規定の適用については、同項中「１００分の１

２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１

００分の１２７．５」とあるのは「１００分の

７２．５」とする。 

４から６まで ＜省略＞ 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 ＜省略＞ 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が

定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じ

て得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職

第２１条 ＜省略＞ 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が

定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じ

て得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職



１３ 

 

員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲

げる額を超えてはならない。 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項及び附則第１４項第４

号において同じ。）において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額を加算した額に１００分の１０６．

２５を乗じて得た額の総額 

 

 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤

勉手当基礎額に１００分の５１．２５を乗じ

て得た額の総額 

 

 

員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲

げる額を超えてはならない。 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項及び附則第１４項第４

号において同じ。）において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額を加算した額に、６月に支給する場

合においては１００分の１０５、１２月に支

給する場合においては１００分の１０７．５

を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤

勉手当基礎額に、６月に支給する場合におい

ては１００分の５０、１２月に支給する場合

においては１００分の５２．５を乗じて得た

額の総額 

３から５まで ＜省略＞  ３から５まで ＜省略＞ 

別表第３（第１５条関係） 別表第３（第１５条関係） 

手当の

種類 
支給を受ける者の範囲 支給額 

＜省略＞ 

緊 急 呼

出 手 当 

＜省略＞ ＜省略＞ 

災 害 応

急 作 業

等 手 当 

消防組織法（昭和２２年法律第 

２２６号）第４５条第１項に規

定する緊急消防援助隊に係る業

務に従事したとき又は異常な自

然現象により重大な災害が発生

し、若しくは発生するおそれが

ある場合において、災害対策基

日額 １

，０８０

円（災害

対策基本

法に基づ

く立入禁

止等の措

手当の

種類 
支給を受ける者の範囲 支給額 

＜省略＞ 

緊 急 呼

出 手 当 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 



１４ 

 

本法（昭和３６年法律第２２３

号）第２３条第１項若しくは第

２３条の２第１項の規定に基づ

き災害対策本部が設置された瀬

戸市以外の地方公共団体の区域

に派遣されて行う災害応急作業

若しくは応急作業のための災害

状況の調査に係る業務に従事し

たとき。 

置がなさ

れた区域

等、市長

が著しく

危険と認

める区域 

において

行う業務

に従事し

た場合に

あっては

２，１６

０円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和７年１２月２５日から施行する。ただし、第２条の

規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の瀬戸市職員の給与に関する条例（附則第

４項において「改正後の給与条例」という。）の規定は、令和７年４月

１日から適用する。 

（適用日前の異動者の号給の調整） 

３ 適用の日（以下「適用日」という。）前に職務の級を異にして異動し

た職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務

の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことがで

きる。 

（給与の内払） 



１５ 

 

４ 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定に

よる改正前の瀬戸市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給され

た給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

  

（理 由） 

 この案を提出するのは、令和７年８月７日付けの人事院勧告の内容等を

考慮し、瀬戸市職員の給料月額等を改定し、及び災害応急作業等手当を規

定するに当たり、瀬戸市職員の給与に関する条例中所要の事項を改正する

ため必要があるからである。 



 



第１条 瀬戸市職員の給与に関する条例の一部改正 新旧対照表（別表第１のみ） 

新 旧 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 
 

職  

員  

の  

区  

分  

級  

 

号  

給  

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

  円  円  円  円  円  円  円 円 

1 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 471,900 

2 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 477,200 

3 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 482,100 

4 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 486,700 

5 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 490,700 

6 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 494,100 

7 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 497,000 

8 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 499,500 

9 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 501,500 

10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600  

11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100  

12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600  

13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100  

14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400  

15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700  

16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900  

17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100  

 18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400  

 19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700  

 20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900  

 21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100  

 22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900  

 23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700  

 

職  

員  

の  

区  

分  

級  

 

号  

給  

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

  円  円  円  円  円  円  円 円 

1 183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 408,300 458,300 

2 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 410,200 463,800 

3 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500 412,100 468,800 

4 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100 413,900 473,500 

5 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700 415,700 477,500 

6 189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500 417,500 481,000 

7 191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000 419,300 484,000 

8 192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600 421,100 486,500 

9 194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000 422,700 488,500 

10 196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600 424,200  

11 197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200 425,700  

12 199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700 427,200  

13 201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600 428,700  

14 202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500 430,000  

15 204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400 431,300  

16 206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200 432,500  

17 207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700 433,700  

 18 209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500 435,000  

 19 210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200 436,300  

 20 212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800 437,500  

 21 213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500 438,700  

 22 215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900 439,500  

 23 216,800 258,400 289,800 331,400 356,700 391,300 440,300  

２
１

６
 



 24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500  

 25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100  

 26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700  

 27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300  

 28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900  

 29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600  

 30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400  

 31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800  

 32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500  

 33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000  

 34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400  

 35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800  

 36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200  

 37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600  

 38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900  

 39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200  

 40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500  

 41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800  

 42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100  

 43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400  

 44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700  

 45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000  

 46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100   

 47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400   

 48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700   

 49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900   

 50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200   

 51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400   

 52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700   

 53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900   

 24 218,400 259,400 291,100 333,000 358,200 392,700 441,100  

 25 220,000 260,400 292,400 334,200 359,900 394,100 441,700  

 26 221,700 261,300 293,400 336,100 361,700 395,300 442,300  

 27 223,000 262,200 294,400 337,800 363,400 396,500 442,900  

 28 224,300 263,100 295,500 339,400 365,100 397,500 443,500  

 29 225,600 263,900 296,600 340,900 366,500 398,600 444,200  

 30 226,700 264,700 297,800 342,500 367,800 399,800 445,000  

 31 227,800 265,500 298,900 344,100 369,000 400,900 445,400  

 32 228,900 266,300 300,100 345,700 370,400 402,000 446,100  

 33 230,000 267,000 301,300 347,400 371,500 402,700 446,600  

 34 231,100 267,800 302,600 349,200 372,400 403,400 447,000  

 35 232,200 268,600 303,900 351,000 373,400 404,100 447,400  

 36 233,300 269,300 305,200 352,800 374,500 404,800 447,800  

 37 234,400 270,000 306,500 354,300 375,300 405,400 448,200  

 38 235,400 270,800 307,800 355,700 376,200 406,000 448,600  

 39 236,400 271,600 309,100 357,100 377,100 406,500 449,000  

 40 237,300 272,300 310,400 358,500 377,900 406,900 449,300  

 41 238,200 273,000 311,700 360,000 378,700 407,300 449,600  

 42 239,100 273,800 313,000 360,800 379,500 407,500 450,000  

 43 239,900 274,600 314,300 361,800 380,300 407,800 450,300  

 44 240,700 275,300 315,400 362,800 381,000 408,100 450,600  

 45 241,400 276,000 316,300 363,700 381,700 408,400 450,900  

 46 242,000 276,700 317,600 364,800 382,400 408,700   

 47 242,600 277,400 318,900 365,700 383,100 409,000   

 48 243,200 278,100 320,200 366,700 383,800 409,300   

 49 243,800 278,800 321,400 367,600 384,300 409,500   

 50 244,400 279,500 322,700 368,300 384,900 409,800   

 51 245,000 280,200 323,900 369,000 385,500 410,100   

 52 245,500 280,900 325,100 369,600 386,200 410,400   

 53 246,000 281,500 326,400 370,000 386,600 410,600   

１
７

 



 54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200   

 55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500   

 56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800   

 57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000   

 58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300   

 59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600   

 60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800   

 61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000   

 62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300   

 63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600   

 64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800   

 65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000   

 66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300   

 67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600   

 68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800   

 69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000   

 70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300   

 71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600   

 72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800   

 73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000   

 74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300    

 75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600    

 76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800    

 77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000    

 78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300    

 79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600    

 80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800    

 81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000    

 82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300    

 83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600    

 54 246,400 282,200 327,500 370,600 387,200 410,900   

 55 246,700 282,800 328,600 371,300 387,800 411,200   

 56 247,000 283,500 329,700 372,000 388,300 411,500   

 57 247,300 284,100 330,400 372,300 388,700 411,700   

 58 247,600 284,800 331,300 373,000 389,300 412,000   

 59 247,900 285,400 332,000 373,700 389,900 412,300   

 60 248,200 286,100 332,800 374,300 390,400 412,500   

 61 248,500 286,700 333,600 374,600 390,800 412,700   

 62 248,800 287,400 334,000 375,100 391,300 413,000   

 63 249,100 288,000 334,600 375,700 391,800 413,300   

 64 249,400 288,500 335,300 376,300 392,400 413,500   

 65 249,700 289,000 336,100 376,600 392,700 413,700   

 66 250,000 289,600 336,800 377,200 393,100 414,000   

 67 250,300 290,100 337,500 377,900 393,500 414,300   

 68 250,600 290,700 338,100 378,500 393,900 414,500   

 69 250,900 291,200 338,600 378,900 394,200 414,700   

 70 251,200 291,700 339,200 379,400 394,500 415,000   

 71 251,500 292,300 339,700 380,000 394,800 415,300   

 72 251,800 292,900 340,300 380,500 395,000 415,500   

 73 252,100 293,400 340,600 381,000 395,200 415,700   

 74 252,400 293,900 341,100 381,600 395,500    

 75 252,700 294,300 341,500 382,100 395,800    

 76 253,000 294,600 341,900 382,400 396,000    

 77 253,300 294,800 342,300 382,800 396,200    

 78 253,600 295,100 342,800 383,300 396,500    

 79 253,900 295,300 343,300 383,700 396,800    

 80 254,200 295,600 343,800 384,100 397,000    

 81 254,500 295,800 344,100 384,500 397,200    

 82 254,800 296,000 344,500 385,000 397,500    

 83 255,100 296,300 344,900 385,400 397,800    

１
８

 



 84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800    

 85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000    

 86 266,200 305,800 355,700      

 87 266,500 306,100 356,100      

 88 266,800 306,400 356,500      

 89 267,100 306,700 356,700      

 90 267,400 307,000 357,100      

  91 267,700 307,300 357,500      

 92 268,000 307,600 357,900      

 93 268,300 307,800 358,100      

 94  308,000 358,400      

 95  308,300 358,800      

 96  308,700 359,100      

 97  308,900 359,400      

 98  309,200 359,800      

 99  309,500 360,200      

 100  309,900 360,600      

 101  310,100 361,100      

 102  310,400 361,500      

 103  310,700 361,900      

 104  311,000 362,300      

 105  311,200 362,800      

 106  311,500 363,200      

 107  311,800 363,500      

 108  312,100 363,800      

 109  312,300 364,200      

 110  312,600       

 111  313,000       

 112  313,300       

 113  313,500       

 84 255,400 296,500 345,300 385,800 398,000    

 85 255,700 296,800 345,600 386,100 398,200    

 86 256,000 297,100 346,000      

 87 256,300 297,400 346,400      

 88 256,600 297,700 346,800      

 89 256,900 298,000 347,000      

 90 257,200 298,300 347,400      

  91 257,500 298,600 347,800      

 92 257,800 299,000 348,200      

 93 258,100 299,200 348,400      

 94  299,400 348,800      

 95  299,700 349,200      

 96  300,100 349,500      

 97  300,300 349,800      

 98  300,600 350,200      

 99  301,000 350,600      

 100  301,400 351,000      

 101  301,600 351,500      

 102  301,900 351,900      

 103  302,200 352,300      

 104  302,500 352,700      

 105  302,700 353,200      

 106  303,000 353,600      

 107  303,300 353,900      

 108  303,600 354,200      

 109  303,800 354,700      

 110  304,200       

 111  304,600       

 112  304,900       

 113  305,100       

１
９

 



 114  313,700       

 115  314,000       

 116  314,400       

 117  314,600       

 118  314,800       

 119  315,100       

 120  315,400       

 121  315,700       

 122  315,900       

 123  316,200       

 124  316,500       

 125  316,800       

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

  基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 

200,300 

円  

227,800 

円  

269,500 

円  

290,100 

円  

305,700 

円  

331,900 

円  

374,800 

円  

409,200 

 

 114  305,300       

 115  305,600       

 116  306,000       

 117  306,200       

 118  306,400       

 119  306,700       

 120  307,000       

 121  307,400       

 122  307,600       

 123  307,900       

 124  308,200       

 125  308,500       

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

  基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 

192,000 

円  

219,500 

円  

260,000 

円  

279,700 

円  

294,900 

円  

320,600 

円  

362,700 

円  

396,200 
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７年市長提出第７８号議案 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１８年瀬戸市条

例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（給与の特例） （給与の特例） 

第５条 第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員（以下「特定任期付職員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

第５条 第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員（以下「特定任期付職員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

１ ４０５，０００円 

２ ４５５，０００円 

３ ５０８，０００円 

４ ５７４，０００円 

５ ６５５，０００円 

６ ７６５，０００円 

７ ８９３，０００円 
 

号給 給料月額 

１ ３９２，０００円 

２ ４４０，０００円 

３ ４９２，０００円 

４ ５５５，０００円 

５ ６３４，０００円 

６ ７４０，０００円 

７ ８６４，０００円 
 

２から４まで ＜省略＞ 

 （給与条例の適用除外等） 

第６条 ＜省略＞ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１２条の

２第１項、第１９条の２第１項、第２０条第２

項及び第２１条第２項第１号の規定の適用につ

２から４まで ＜省略＞ 

 （給与条例の適用除外等） 

第６条 ＜省略＞ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１２条の

２第１項、第１９条の２第１項、第２０条第２

項及び第２１条第２項第１号の規定の適用につ



２２ 

 

いては、給与条例第１２条の２第１項中「給料

表」とあるのは「給料表及び一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成１８年瀬戸市条

例第４号）第５条第１項の給料表」と、給与条

例第１９条の２第１項中「管理職手当を受ける

職員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及

び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第

５条第１項に規定する特定任期付職員」と、給

与条例第２０条第２項中「１００分の１２５」

とあるのは「１００分の９５」と、「１００分

の１２７．５」とあるのは「１００分の９７．

５」と、給与条例第２１条第２項第１号中「１

００分の１０５」とあるのは「１００分の８

７．５」と、「１００分の１０７．５」とある

のは「１００分の９０」とする。 

いては、給与条例第１２条の２第１項中「給料

表」とあるのは「給料表及び一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成１８年瀬戸市条

例第４号）第５条第１項の給料表」と、給与条

例第１９条の２第１項中「管理職手当を受ける

職員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及

び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第

５条第１項に規定する特定任期付職員」と、給

与条例第２０条第２項中「１００分の１２５」

とあるのは「１００分の９５」と、給与条例第

２１条第２項第１号中「１００分の１０５」と

あるのは「１００分の８７．５」とする。 

  

第２条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （給与条例の適用除外等） 

第６条 ＜省略＞ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１２条の

２第１項、第１９条の２第１項、第２０条第２

項及び第２１条第２項第１号の規定の適用につ

いては、給与条例第１２条の２第１項中「給料

表」とあるのは「給料表及び一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成１８年瀬戸市条

例第４号）第５条第１項の給料表」と、給与条

例第１９条の２第１項中「管理職手当を受ける

職員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及

び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第

５条第１項に規定する特定任期付職員」と、給

 （給与条例の適用除外等） 

第６条 ＜省略＞ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１２条の

２第１項、第１９条の２第１項、第２０条第２

項及び第２１条第２項第１号の規定の適用につ

いては、給与条例第１２条の２第１項中「給料

表」とあるのは「給料表及び一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成１８年瀬戸市条

例第４号）第５条第１項の給料表」と、給与条

例第１９条の２第１項中「管理職手当を受ける

職員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及

び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第

５条第１項に規定する特定任期付職員」と、給



２３ 

 

与条例第２０条第２項中「１００分の１２６．

２５」とあるのは「１００分の９６．２５」

と、給与条例第２１条第２項第１号中「１００

分の１０６．２５」とあるのは「１００分の８

８．７５」とする。 

与条例第２０条第２項中「１００分の１２５」

とあるのは「１００分の９５」と、「１００分

の１２７．５」とあるのは「１００分の９７．

５」と、給与条例第２１条第２項第１号中「１

００分の１０５」とあるのは「１００分の８

７．５」と、「１００分の１０７．５」とある

のは「１００分の９０」とする。 
  

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和７年１２月２５日から施行する。ただし、第２条の

規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（附則第４項において「改正後の任期付職員条例」という。）の規定

は、令和７年４月１日から適用する。 

（適用日前の異動者の号給の調整） 

３ 適用の日（以下「適用日」という。）前に市長の定める号給を異にし

て異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日にお

いて号給を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うこと

ができる。 

（給与の内払） 

４ 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第１条の

規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に

基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例の規定に

よる給与の内払とみなす。 

 

 （理 由） 



２４ 

 

 この案を提出するのは、令和７年８月７日付けの人事院勧告の内容を考

慮し、特定任期付職員の給料月額等を改定するに当たり、一般職の任期付

職員の採用等に関する条例中所要の事項を改正するため必要があるからで

ある。 



２５ 

 

７年市長提出第７９号議案 

   地方公務員法の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例の一

部改正について 

 地方公務員法の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定めるものとする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

   地方公務員法の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例の一 

部を改正する条例 

地方公務員法の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４

年瀬戸市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（瀬戸市職員の給与に関する条例の一部改正に

伴う経過措置） 

（瀬戸市職員の給与に関する条例の一部改正に

伴う経過措置） 

第１５条 ＜省略＞ 第１５条 ＜省略＞ 

２から５まで ＜省略＞ ２から５まで ＜省略＞ 

６ 新給与条例第２１条第１項の職員に暫定再任

用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の

同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額

の算定に係る同項の規定の適用については、同

項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」と

あるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地

方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法

律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同法附則第９条第２項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）、第

６ 新給与条例第２１条第１項の職員に暫定再任

用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の

同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額

の算定に係る同項の規定の適用については、同

項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」と

あるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地

方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法

律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）、第



２６ 

 

５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若し

くは第２項（これらの規定を同法附則第９条第

２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第７条第１項若しくは第３項の規定

により採用された職員（次号において「暫定再

任用職員」という。）」と、同項第２号中「定

年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年

前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」

とする。 

５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若し

くは第２項（これらの規定を同法附則第９条第

３項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第７条第１項若しくは第３項の規定

により採用された職員（次号において「暫定再

任用職員」という。）」と、同項第２号中「定

年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年

前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」

とする。 

７及び８ ＜省略＞ ７及び８ ＜省略＞ 
  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の

一部改正に伴い、地方公務員法の一部改正等に伴う関係条例の整備に関す

る条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。 



２７ 

 

７年市長提出第８０号議案 

   瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について 

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと 

する。 

  令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

第１条 瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

第２条 瀬戸市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

種類 金額 

別表（第２条関係） 

種類 金額 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ 

閲覧 固定資産

課税台帳

の閲覧手

数料 

１年度１所有者につき３

００円 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

種類 金額 

＜省略＞ 

閲覧 土地閲覧

台帳の閲

覧手数料 

 

１筆につき１００円 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

 備考 ＜省略＞  備考 ＜省略＞ 
  



２８ 

 

＜省略＞ 

マンショ

ンの管理

の適正化

の推進に

関する法

律（平成

１２年法

律第１４

９号）第

５条の１

３第１項

の規定に

基づくマ

ンション

の管理に

関する計

画（以下

「管理計

画」とい

う。）認

定申請手

数料 

マンショ

ンの管理

の適正化

の推進に

関する法

律第５条

の１４各

号（第４

号にあっ

ては、マ

ンション

管理適正

化指針に

係る部分

に限る。 

）に掲げ

る基準に

適合して

いること

が証され

ている場

合として

市長が定

める場合

以外の場

合 

＜省略＞ ＜省略＞ 

マンショ

ンの管理

の適正化

の推進に

関する法

律第５条

の１６第

２項の規

マンショ

ンの管理

の適正化

の推進に

関する法

律第５条

の１４各

号（第４

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ 

マンショ

ンの管理

の適正化

の推進に

関する法

律（平成

１２年法

律第１４

９号）第

５条の３

第１項の

規定に基

づくマン

ションの

管理に関

する計画

（以下「 

管理計画 

」という 

。）認定

申請手数

料 

マンショ

ンの管理

の適正化

の推進に

関する法

律第５条

の４各号

（第４号

にあって

は、マン

ション管

理適正化

指針に係

る部分に

限る。）

に掲げる

基準に適

合してい

ることが

証されて

いる場合

として市

長が定め

る場合以

外の場合 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

マンショ

ンの管理

の適正化

の推進に

関する法

律第５条

の６第２

項の規定

マンショ

ンの管理

の適正化

の推進に

関する法

律第５条

の４各号

（第４号

＜省略＞ ＜省略＞ 



２９ 

 

定により

準用され

る同法第

５条の１

３第１項

の規定に

基づく管

理計画認

定更新申

請手数料 

号にあっ

ては、マ

ンション

管理適正

化指針に

係る部分

に限る。 

）に掲げ

る基準に

適合して

いること

が証され

ている場

合として

市長が定

める場合

以外の場

合 

＜省略＞ 

 備考 ＜省略＞ 

により準

用される

同法第５

条の３第

１項の規

定に基づ

く管理計

画認定更

新申請手

数料 

にあって

は、マン

ション管

理適正化

指針に係

る部分に

限る。） 

に掲げる

基準に適

合してい

ることが

証されて

いる場合

として市

長が定め

る場合以

外の場合 

 

＜省略＞ 

 備考 ＜省略＞ 
  

   附 則 

 この条例は、令和８年１月１３日から施行する。ただし、第２条の規定

は、公布の日から施行する。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、地方公共団体情報システムの標準化に伴い閲覧

可能な台帳を変更し、及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律

（平成１２年法律第１４９号）の一部改正に伴い、瀬戸市手数料徴収条例

中所要の事項を改正するため必要があるからである。 



 



３０ 

７年市長提出第８１号議案  

   瀬戸市西陵地域交流センターに係る指定管理者の指定について  

 本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。  

令和７年１１月２８日提出  

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称  

  瀬戸市西陵地域交流センター  

２ 指定管理者となる団体  

  瀬戸市はぎの台１丁目１番地  

  西陵地域力推進協議会  

  会長 白濱富美江  

３ 指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

 （理 由）  

 この案を提出するのは、瀬戸市西陵地域交流センターの指定管理者を指

定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求めるため必要があるからである。  



 



 

３１ 

７年市長提出第８２号議案  

   瀬戸市品野台地域交流センターに係る指定管理者の指定について  

 本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。  

令和７年１１月２８日提出  

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称  

  瀬戸市品野台地域交流センター  

２ 指定管理者となる団体  

  瀬戸市上品野町１２１１番地  

  品野台地域力向上委員会  

  委員長 中島元己  

３ 指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

 （理 由）  

 この案を提出するのは、瀬戸市品野台地域交流センターの指定管理者を

指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めるため必要があるからである。 



 



 

３２ 

７年市長提出第８３号議案  

   瀬戸市水野地域交流センターに係る指定管理者の指定について  

 本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。  

令和７年１１月２８日提出  

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称  

  瀬戸市水野地域交流センター  

２ 指定管理者となる団体  

  瀬戸市中水野町１丁目１５０番地  

  水野地域力向上委員会  

  会長 大島隆司  

３ 指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

 （理 由）  

 この案を提出するのは、瀬戸市水野地域交流センターの指定管理者を指

定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求めるため必要があるからである。  



 



 

３３ 

 

７年市長提出第８４号議案 

   瀬戸市指定ごみ袋の買入れについて 

本市は、次の内容により瀬戸市指定ごみ袋を買い入れるものとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 買入物件  瀬戸市指定ごみ袋 

２ 形状、種  低密度ポリエチレン製ごみ袋（手提げ型マチ有り（ベロ 

  類及び枚  付））１０枚１セット 

  数      燃えるごみ 

          ４５リットル ３，９５０，０００枚 

          ３０リットル １，４５０，０００枚 

          ２０リットル   ３２５，０００枚 

         燃えないごみ 

          ４０リットル   １１２，５００枚 

３ 契約方法  一般競争入札 

４ 買入価額  ３８，８９６，０００円 

５ 買 入 先  犬山市大字羽黒字向浦３９番地２１ 

株式会社ユイテック名古屋営業所 

所長 瀧川浩二 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市指定ごみ袋の買入れに当たり、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和５２年瀬戸

市条例第１号）第３条の規定により、議会の議決を求めるため必要がある

からである。 



 



 

３４ 

 

７年市長提出第８５号議案 

瀬戸市火災予防条例の一部改正について 

瀬戸市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとす

る。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市火災予防条例の一部を改正する条例 

瀬戸市火災予防条例（昭和３７年瀬戸市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章から第３章の２まで ＜省略＞ 第１章から第３章の２まで ＜省略＞ 

第３章の３ 林野火災の予防（第２９条の８・ 

第２９条の９） 

 

第４章から第７章まで ＜省略＞ 第４章から第７章まで ＜省略＞ 

附則 附則 

（火災に関する警報の発令中における火の使用

の制限） 

（火災に関する警報の発令中における火の使用

の制限） 

第２９条 火災に関する警報（法第２２条第３項

に規定する火災に関する警報をいう。以下同じ

。）が発せられた場合における火の使用につい

ては、次に定めるところによらなければならな

い。 

第２９条 火災に関する警報が発せられた場合に

おける火の使用については、次に定めるところ

によらなければならない。 

 ⑴から⑹まで ＜省略＞ ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

  ⑺ 屋内において裸火を使用するときは、窓、

出入口等を閉じて行うこと。        

 （住宅における火災予防の推進）  （住宅における火災予防の推進） 



 

３５ 

 

第２９条の７ ＜省略＞ 第２９条の７ ＜省略＞ 

第３章の３ 林野火災の予防  

（林野火災に関する注意報）  

第２９条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野

等における火災（以下「林野火災」という。）

の予防上注意を要すると認めるときは、林野火

災に関する注意報を発することができる。 

 

 

 

 

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは

、注意報が解除されるまでの間、市の区域内に

在る者は、第２９条各号に定める火の使用の制

限に従うよう努めなければならない。 

 

 

 

 

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して

、前項の規定による火の使用の制限の努力義務

の対象となる区域を指定することができる。 

 

 

 

 （林野火災の予防を目的とした火災に関する警

報の発令中における火の使用の制限） 

 

 

第２９条の９ 市長は、林野火災の予防を目的と

して火災に関する警報を発したときは、林野火

災の発生の危険性を勘案して、第２９条各号に

定める火の使用の制限の対象となる区域を指定

することができる。 

 

 

 

 

 

（屋外催しに係る防火管理） （屋外催しに係る防火管理） 

第４２条の３ 前条第１項の指定催しを主催する

者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防

火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の

１４日前までに（当該指定催しを開催する日の

１４日前の日以後に同項の指定を受けた場合に

あっては、防火担当者を定めた後遅滞なく）次

に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を

作成させるとともに、当該計画に基づく業務を

行わせなければならない。 

第４２条の３ 前条第１項の指定催しを主催する

者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防

火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の

１４日前までに（当該指定催しを開催する日の

１４日前の日以後に同項の指定を受けた場合に

あっては、防火担当者を定めた後遅滞なく）次

に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を

作成させるとともに、当該計画に基づく業務を

行わせなければならない。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取

り扱う露店、屋台その他これらに類するもの

⑶ 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取

り扱う露店、屋台その他これらに類するもの
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（第４５条第１項において「露店等」という

。）及び客席の火災予防上安全な配置に関す

ること。 

（第４５条において「露店等」という。）及

び客席の火災予防上安全な配置に関すること

。 

⑷から⑹まで ＜省略＞ ⑷から⑹まで ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある

行為等の届出） 

（火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある

行為等の届出） 

第４５条 次に掲げる行為をしようとする者は、

あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければ

ならない。 

第４５条 次に掲げる行為をしようとする者は、

あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければ

ならない。 

 ⑴ 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそ

れのある行為（たき火を含む。） 

 ⑴ 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそ

れのある行為 

 ⑵から⑷まで ＜省略＞  ⑵から⑷まで ＜省略＞ 

 ⑸ 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼ

すおそれのある道路工事又は露店の開設○○ 

 ⑸ 消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼ

すおそれのある道路工事又は露店の開設○○ 

 ⑹ ＜省略＞  ⑹ ＜省略＞ 

２ 消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為

について、届出の対象となる期間及び区域を指

定することができる。 

 

 

 
  

附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、林野火災予防の実効性を高めるため、林野火災

に関する注意報等を規定するに当たり、瀬戸市火災予防条例中所要の事項

を改正するため必要があるからである。 
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７年市長提出第８６号議案 

   瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサービスセンターに限る。 

）に係る指定管理者の指定について 

 本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称 

  瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサービスセンターに限る。 

  ） 

２ 指定管理者となる団体 

  瀬戸市菱野台４丁目４番の２菱野ウイングビル 

  特定非営利活動法人瀬戸地域福祉を考える会まごころ 

  代表 大秋惠子 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサー

ビスセンターに限る。）の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（ 

昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議

決を求めるため必要があるからである。 
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７年市長提出第８７号議案 

   瀬戸市高齢者生きがい活動施設に係る指定管理者の指定について 

 本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称 

  瀬戸市高齢者生きがい活動施設 

２ 指定管理者となる団体 

  瀬戸市東権現町５１番地 

  公益社団法人瀬戸市シルバー人材センター 

  会長 林清 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市高齢者生きがい活動施設の指定管理者を

指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めるため必要があるからである。 
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７年市長提出第８８号議案 

   瀬戸市水野在宅福祉センター（瀬戸市水野地域包括支援センター（ 

運営）を除く。）に係る指定管理者の指定について 

 本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                      瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称 

  瀬戸市水野在宅福祉センター（瀬戸市水野地域包括支援センター（運

営）を除く。） 

２ 指定管理者となる団体 

  瀬戸市中水野町２丁目７５８番地 

  社会福祉法人瀬戸中央会 

  理事長 青山貴彦 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市水野在宅福祉センター（瀬戸市水野地域

包括支援センター（運営）を除く。）の指定管理者を指定するに当たり、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定によ

り、議会の議決を求めるため必要があるからである。 
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７年市長提出第８９号議案 

瀬戸市自然児童遊園に係る指定管理者の指定について 

本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称 

  瀬戸市自然児童遊園 

２ 指定管理者となる団体 

  瀬戸市菱野台４丁目４番の３ 

特定非営利活動法人エム・トゥ・エム 

理事長 服部悦子 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市自然児童遊園の指定管理者を指定するに

当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定により、議会の議決を求めるため必要があるからである。 
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７年市長提出第９０号議案 

   瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例  

等の一部改正について 

瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

令和７年１１月２８日提出  

瀬戸市長 川 本 雅 之  

   瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例  

（瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正）  

第１条 瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年瀬戸市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳

幼児に対し、法第３３条の１０第１項各号に掲

げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳

幼児に対し、法第３３条の１０各号に掲げる行

為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を

与える行為をしてはならない。 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 ＜省略＞ 第１７条 ＜省略＞ 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわ

らず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康

診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１

号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査

をいう。同表において同じ。）（以下この項に

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわ

らず、児童相談所等における乳児又は幼児（以

下「乳幼児」という。）の利用開始前の健康診

断が行われた場合であって、当該健康診断が利

用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部
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おいて「健康診断等」という。）が行われた場

合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の

右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当す

ると認められるときは、同欄に掲げる健康診断

の全部又は一部を行わないことができる。この

場合において、家庭的保育事業者等は、それぞ

れ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握

しなければならない。 

又は一部に相当すると認められるときは、利用

開始時の健康診断の全部又は一部を行わないこ

とができる。この場合において、家庭的保育事

業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用

開始前の健康診断の結果を把握しなければなら

ない。 

 

児童相談所等におけ

る乳児又は幼児（以

下「乳幼児」という

。）の利用開始前の

健康診断〇〇〇〇〇 

利用乳幼児に対する

利用開始時の健康診

断 

乳幼児に対する健康

診査 

利用乳幼児に対する

利用開始時の健康診

断、定期の健康診断

又は臨時の健康診断 

 

３及び４ ＜省略＞ ３及び４ ＜省略＞ 

（職員） （職員） 

第２３条 ＜省略＞ 第２３条 ＜省略＞ 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に

規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。）

は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県

知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了

した保育士（法第１８条の２７第１項に規定す

る認定地方公共団体（以下「認定地方公共団

体」という。）の区域内にある家庭的保育事業

を行う場所にあっては、保育士又は当該認定地

方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に規

定する地域限定保育士（以下「地域限定保育

士」という。））又は保育士と同等以上の知識

及び経験を有すると市長が認める者であって、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に

規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。）

は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県

知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了

した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経

験を有すると市長が認める者であって、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 
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３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

（職員） （職員） 

第２９条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士（

認定地方公共団体の区域内にある小規模保育事

業所Ａ型にあっては、保育士又は当該認定地方

公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項に

おいて同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全部を委託

する小規模保育事業所Ａ型又は第１６条第１項

の規定により搬入施設から食事を搬入する小規

模保育事業所Ａ型にあっては、調理員を置かな

いことができる。 

第２９条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士、

嘱託医及び調理員を置かなければならない。た

だし、調理業務の全部を委託する小規模保育事

業所Ａ型又は第１６条第１項の規定により搬入

施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ａ型

にあっては、調理員を置かないことができる。 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（職員） （職員） 

第３１条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以

下「小規模保育事業所Ｂ型」という。）には、

保育士（認定地方公共団体の区域内にある小規

模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該

認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育

士。次項において同じ。）その他保育に従事す

る職員として市長が行う研修（市長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修を含

む。）を修了した者（次項において「保育従事

者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全部を委託

する小規模保育事業所Ｂ型又は第１６条第１項

の規定により搬入施設から食事を搬入する小規

模保育事業所Ｂ型にあっては、調理員を置かな

いことができる。 

第３１条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以

下「小規模保育事業所Ｂ型」という。）には、

保育士その他保育に従事する職員として市長が

行う研修（市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了した者（次

項において「保育従事者」という。）、嘱託医

及び調理員を置かなければならない。ただし、

調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ｂ

型又は第１６条第１項の規定により搬入施設か

ら食事を搬入する小規模保育事業所Ｂ型にあっ

ては、調理員を置かないことができる。 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） （保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４４条 保育所型事業所内保育事業所には、保

育士（認定地方公共団体の区域内にある保育所

型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は

第４４条 保育所型事業所内保育事業所には、保

育士、嘱託医及び調理員を置かなければならな

い。ただし、調理業務の全部を委託する保育所
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当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保

育士。次項において同じ。）、嘱託医及び調理

員を置かなければならない。ただし、調理業務

の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所

又は第１６条第１項の規定により搬入施設から

食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所に

あっては、調理員を置かないことができる。 

型事業所内保育事業所又は第１６条第１項の規

定により搬入施設から食事を搬入する保育所型

事業所内保育事業所にあっては、調理員を置か

ないことができる。 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） （小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が１９人

以下のものに限る。次条において「小規模型事

業所内保育事業」という。）を行う事業所（以

下この条において「小規模型事業所内保育事業

所」という。）には、保育士（認定地方公共団

体の区域内にある小規模型事業所内保育事業所

にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体

の区域に係る地域限定保育士。次項において同

じ。）その他保育に従事する職員として市長が

行う研修（市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了した者（次

項において「保育従事者」という。）、嘱託医

及び調理員を置かなければならない。ただし、

調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保

育事業所又は第１６条第１項の規定により搬入

施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育

事業所にあっては、調理員を置かないことがで

きる。 

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が１９人

以下のものに限る。次条において「小規模型事

業所内保育事業」という。）を行う事業所（以

下この条において「小規模型事業所内保育事業

所」という。）には、保育士その他保育に従事

する職員として市長が行う研修（市長が指定す

る都道府県知事その他の機関が行う研修を含

む。）を修了した者（次項において「保育従事

者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全部を委託

する小規模型事業所内保育事業所又は第１６条

第１項の規定により搬入施設から食事を搬入す

る小規模型事業所内保育事業所にあっては、調

理員を置かないことができる。 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

附 則   附 則 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内

保育事業所の職員配置に係る特例） 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内

保育事業所の職員配置に係る特例） 

第８条 当分の間、１日につき８時間を超えて開

所する小規模保育事業所Ａ型又は保育所型事業

所内保育事業所（以下「小規模保育事業所Ａ型

第８条 当分の間、１日につき８時間を超えて開

所する小規模保育事業所Ａ型又は保育所型事業

所内保育事業所（以下この条において「小規模
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等」という。）において、開所時間を通じて必

要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所

Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなけ

ればならない保育士の数を超えるときは、第２

９条第２項又は第４４条第２項に規定する保育

士の数の算定については、保育士と同等の知識

及び経験を有すると市長が認める者を、開所時

間を通じて必要となる保育士の総数から利用定

員の総数に応じて置かなければならない保育士

の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみ

なすことができる。 

保育事業所Ａ型等」という。）において、開所

時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小

規模保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に

応じて置かなければならない保育士の数を超え

るときは、第２９条第２項又は第４４条第２項

に規定する保育士の数の算定については、保育

士と同等の知識及び経験を有すると市長が認め

る者を、開所時間を通じて必要となる保育士の

総数から利用定員の総数に応じて置かなければ

ならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲

で、保育士とみなすことができる。 

第９条 ＜省略＞ 第９条 ＜省略＞ 

２ 認定地方公共団体の区域内にある小規模保育

事業所Ａ型等についての前項の規定の適用につ

いては、同項中「除く。）」とあるのは、「除

く。）又は当該小規模保育事業所Ａ型等が所在

する認定地方公共団体の区域に係る地域限定保

育士」とする。 

 

  

（瀬戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正） 

第２条 瀬戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例（平成２６年瀬戸市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲

げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に

定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲

げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に

定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を
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適切に行わなければならない。 

 ⑴ 幼保連携型認定こども園（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成１８年法律第７７号。以

下「認定こども園法」という。）第２条第７

項に規定する幼保連携型認定こども園をいう

。以下同じ。） 幼保連携型認定こども園教

育・保育要領（認定こども園法第１０条第１

項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携

型認定こども園の教育課程その他の教育及び

保育の内容に関する事項をいう。次項におい

て同じ。） 

適切に行わなければならない。 

 ⑴ 幼保連携型認定こども園（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成１８年法律第７７号。以

下この号及び次号において「認定こども園

法」という。）第２条第７項に規定する幼保

連携型認定こども園をいう。以下同じ。）◎ 

  幼保連携型認定こども園教育・保育要領（認

定こども園法第１０条第１項の規定に基づき

主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の

教育課程その他の教育及び保育の内容に関す

る事項をいう。次項において同じ。） 

 ⑵から⑷まで ＜省略＞  ⑵から⑷まで ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３３

条の１０第１項各号（幼保連携型認定こども園

である特定教育・保育施設の職員にあっては、

認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚

園である特定教育・保育施設の職員にあっては

、学校教育法第２８条第２項において準用する

認定こども園法第２７条の２第１項各号）に掲

げる行為その他当該教育・保育給付認定子ども

の心身に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３３

条の１０各号に掲げる行為その他当該教育・保

育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。 

  
 （瀬戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正）  

第３条 瀬戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２６年瀬戸市条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下
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線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（職員） （職員） 

第１０条 ＜省略＞ 第１０条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事又は地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１９第１項の指定都市の長が行う研修を修了し

たものでなければならない。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事又は地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１９第１項の指定都市の長が行う研修を修了し

たものでなければならない。 

⑴ 保育士（法第１８条の２７第１項に規定す

る認定地方公共団体の区域内にある放課後児

童健全育成事業所にあっては、保育士又は当

該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条

の２９に規定する地域限定保育士）の資格を

有する者 

⑴ 保育士の資格を有する者 

⑵から⑽まで ＜省略＞ ⑵から⑽まで ＜省略＞ 

４及び５ ＜省略＞ ４及び５ ＜省略＞ 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、

利用者に対し、法第３３条の１０第１項各号に

掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影

響を与える行為をしてはならない。 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、

利用者に対し、法第３３条の１０各号に掲げる

行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。 

（瀬戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第４条 瀬戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（令和７年瀬戸市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 
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第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用

乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各号に

掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用

乳幼児に対し、法第３３条の１０各号に掲げる

行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

 （職員の基準）  （職員の基準） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、保

育士（法第１８条の２７第１項に規定する認定

地方公共団体の区域内にある一般型乳児等通園

支援事業所にあっては、保育士又は当該認定地

方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に規

定する地域限定保育士。以下この条において同

じ。）その他乳児等通園支援に従事する職員と

して市長が行う研修（市長が指定する都道府県

知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了

した者（以下この条において「乳児等通園支援

従事者」という。）を置かなければならない。 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、保

育士その他乳児等通園支援に従事する職員とし

て市長が行う研修（市長が指定する都道府県知

事その他の機関が行う研修を含む。）を修了し

た者（以下この条において「乳児等通園支援従

事者」という。）を置かなければならない。 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

  
附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （理 由）  

 この案を提出するのは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一

部改正等に伴い、瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例、瀬戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例、瀬戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例及び瀬戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例中所要の事項を改正するため必要があるからで

ある。  
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７年市長提出第９１号議案 

   瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサービスセンター等を除 

く。）に係る指定管理者の指定について 

 本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称 

  瀬戸市福祉保健センター条例（平成５年瀬戸市条例第１１号）第２条

第２項に規定する施設のうち、瀬戸市老人デイサービスセンター、瀬戸

市保健センター（運営）及び瀬戸市やすらぎ地域包括支援センター（運

営）を除く。 

２ 指定管理者となる団体 

  瀬戸市川端町１丁目３１番地 

  社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会 

  理事長 加藤勝之 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市福祉保健センター（瀬戸市老人デイサー

ビスセンター等を除く。）の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の

議決を求めるため必要があるからである。 
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７年市長提出第９２号議案 

   小中学校指導者用タブレット端末一式の買入れについて 

 本市は、次の内容により小中学校指導者用タブレット端末一式を買い入

れるものとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 買入物件  小中学校指導者用タブレット端末一式 

２ 品名及び  タブレット端末本体  ３９０件 

  件  数  ＭＤＭライセンス   ３９０件 

        画面保護フィルム   ３９０件 

        キーボード付きケース ３９０件 

        スタイラスペン    ３９０件 

３ 契約方法  随意契約 

４ 買入価額  ２１，５５７，２５０円 

５ 買 入 先  名古屋市中区丸の内三丁目１８番２８号 

        教育産業株式会社 

        代表取締役 今枝伸保 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、小中学校指導者用タブレット端末一式の買入れ

に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条の規定により、議会の議決を求

めるため必要があるからである。 
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７年市長提出第９３号議案 

△△△パルティせと市民交流センター条例の一部改正について 

△パルティせと市民交流センター条例の一部を改正する条例を次のように

定めるものとする。 

△△令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長△川 本 雅 之  

△△△パルティせと市民交流センター条例の一部を改正する条例 

△パルティせと市民交流センター条例（平成１６年瀬戸市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

△次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （開館時間） 

第３条 市民交流センターの開館時間は、次の各

号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定め

る時間とする。 

⑴ 情報ライブラリー 午前９時から午後８時

まで 

⑵ 前号に掲げる施設以外の施設 午前８時３

０分から午後９時３０分まで 

２ ＜省略＞ 

（開館時間） 

第３条 市民交流センターの開館時間は、午前８

時３０分から午後９時３０分までとする。 

 

 

 

 

 

２ ＜省略＞ 

（休館日） 

第４条 市民交流センターの休館日は、次のとお

りとする。 

 

⑴ １月１日から同月４日まで及び１２月２８

日から同月３１日まで 

⑵ 月曜日（この日が国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日に当たるときは、その翌日以降において、

（休館日） 

第４条 市民交流センターの休館日は、１月１日

から同月４日まで及び１２月２８日から同月３

１日までとする。 
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その日に最も近い日で同法に規定する休日で

ない日とする。）（情報ライブラリーに限る 

 。） 

２ ＜省略＞ 

 

 

 

２ ＜省略＞ 
  

   附△則 

 この条例は、令和８年９月１日から施行する。 

 

 （理△由） 

この案を提出するのは、パルティせと市民交流センター内情報ライブラ

リーの開館時間及び休館日を変更するに当たり、パルティせと市民交流セ

ンター条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。 
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７年市長提出第９４号議案 

尾張東部（瀬戸）地域文化広場に係る指定管理者の指定について 

本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称 

尾張東部（瀬戸）地域文化広場 

２ 指定管理者となる団体 

  瀬戸市西茨町１１３番地の３ 

  公益財団法人瀬戸市文化振興財団 

  理事長 川本雅之 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、尾張東部（瀬戸）地域文化広場の指定管理者を

指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めるため必要があるからである。 



 



５４ 

７年市長提出第９５号議案  

   瀬戸市定光寺野外活動センターに係る指定管理者の指定について  

本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。  

  令和７年１１月２８日提出  

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称  

  瀬戸市定光寺野外活動センター  

２ 指定管理者となる団体  

  豊田市松ケ枝町３丁目３０番地  

  ホーメックス株式会社  

  代表取締役 餅󠄀原幹也  

３ 指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

 （理 由）  

 この案を提出するのは、瀬戸市定光寺野外活動センターの指定管理者を

指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めるため必要があるからである。  



 



５５ 

 

７年市長提出第９６号議案 

   瀬戸市都市公園に係る指定管理者の指定について         

 本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称 

  瀬戸市都市公園 

２ 指定管理者となる団体 

  瀬戸市共栄通２丁目７２番地 

  朝凪造園株式会社 

  代表取締役 丸山洋一 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市都市公園の指定管理者を指定するに当た

り、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定

により、議会の議決を求めるため必要があるからである。 



 



５６ 

 

７年市長提出第９７号議案 

瀬戸市道路占用料条例の一部改正について 

 瀬戸市道路占用料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと

する。 

令和７年１１月２８日提出 

 瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 瀬戸市道路占用料条例（昭和４８年瀬戸市条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

占用物件

の種類◎ 

区分 単位 占用料 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物◎◎ 

第１種電柱   １本１年

につき 

円 

９９０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

第１種電話柱 ８８０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の柱類 ８８ 

＜省略＞ 

路上に設ける変

圧器 

１個１年

につき 

８６０ 

地下に設ける変 

圧器 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

５３０ 

変圧塔その他こ

れに類するもの

１個１年

につき 

１，８００ 

 

占用物件

の種類◎ 

区分 単位 占用料 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物◎◎ 

第１種電柱 １本１年

につき 

円 

９５０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

第１種電話柱 ８５０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の柱類 ８５ 

＜省略＞ 

路上に設ける変

圧器 

１個１年

につき 

８３０ 

地下に設ける変 

圧器 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

５１０ 

変圧塔その他こ

れに類するもの

１個１年

につき 

１，７００ 

 



 

５７ 

 

及び公衆電話所   

郵便差出箱及び

信書便差出箱 

７４０ 

広告塔 表示面積

１平方メ

ートル１

年につき 

２，２００ 

 その他のもの 占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，８００ 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．０７

メートル未満の

もの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

３７ 

外径が０．０７

メートル以上０

．１メートル未

満のもの 

５３ 

外径が０．１メ

ートル以上０．

１５メートル未

満のもの 

７９ 

外径が０．１５

メートル以上０

．２メートル未

満のもの 

１１０ 

外径が０．２メ

ートル以上０．

３メートル未満

のもの 

１６０ 

外径が０．３メ

ートル以上０．

４メートル未満

のもの 

２１０ 

外径が０．４メ ３７０ 

及び公衆電話所  

 

 

郵便差出箱及び

信書便差出箱 

７２０ 

広告塔 表示面積

１平方メ

ートル１

年につき 

２，４００ 

 その他のもの 占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，７００ 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．０７

メートル未満の

もの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

３６ 

外径が０．０７

メートル以上０

．１メートル未

満のもの 

５１ 

外径が０．１メ

ートル以上０．

１５メートル未

満のもの 

７７ 

外径が０．１５

メートル以上０

．２メートル未

満のもの 

１００ 

外径が０．２メ

ートル以上０．

３メートル未満

のもの 

１５０ 

外径が０．３メ

ートル以上０．

４メートル未満

のもの 

２００ 

外径が０．４メ ３６０ 



 

５８ 

 

ートル以上０．

７メートル未満

のもの 

 

外径が０．７メ

ートル以上１メ

ートル未満のも

の 

５３０ 

外径が１メート

ル以上のもの 

１，１００ 

法第３２

条第１項

第３号に

掲げる施

設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第２

条第２

項第５

号に規

定する

自動運

行装置

による

検知の

対象と

して設

置する

導線そ

の他の

線類 

＜省略

＞ 

長さ１メ

ートル１

年につき 

＜省略＞ 

その他

のもの 

１８ 

＜省略＞ 

その他

のもの 

上空に

設ける

もの 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

８８０ 

地下に

設ける

もの 

５３０ 

その他のもの １，８００ 

法第３２

条第１項

第４号に

 

 

 

占用面積

１平方メ

ートル１

１，８００ 

 

 

ートル以上０．

７メートル未満

のもの 

 

外径が０．７メ

ートル以上１メ

ートル未満のも

の 

５１０ 

外径が１メート

ル以上のもの 

１，０００ 

法第３２

条第１項

第３号に

掲げる施

設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第２

条第２

項第５

号に規

定する

自動運

行装置

による

検知の

対象と

して設

置する

導線そ

の他の

線類 

＜省略

＞ 

長さ１メ

ートル１

年につき 

＜省略＞ 

その他

のもの 

１７ 

＜省略＞ 

その他

のもの 

上空に

設ける

もの 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

８５０ 

地下に

設ける

もの 

５１０ 

その他のもの １，７００ 

法第３２

条第１項

第４号に

 

 

 

占用面積

１平方メ

ートル１

１，７００ 

 

 



 

５９ 

 

掲げる施

設 

年につき 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

上空に設ける通

路 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，１００ 

地下に設ける通

路 

６６０ 

その他のもの １，８００ 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その

他の催しに際し

、一時的に設け

るもの 

占用面積

１平方メ

ートル１

日につき 

２２ 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２２０ 

令第７条

第１号に

掲げる物

件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的

に設け

るもの 

表示面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２２０ 

その他

のもの 

表示面積

１平方メ

ートル１

年につき 

２，２００ 

＜省略＞ 

旗ざお 祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

１本１日

につき 

２２ 

 その他

のもの 

１本１月

につき 

２２０ 

 

幕（令第祭礼、その面積 ２２ 

掲げる施

設 

年につき 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

上空に設ける通

路 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，２００ 

地下に設ける通

路 

７１０ 

その他のもの １，７００ 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その

他の催しに際し

、一時的に設け

るもの 

占用面積

１平方メ

ートル１

日につき 

２４ 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２４０ 

令第７条

第１号に 

掲げる物

件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的

に設け

るもの 

表示面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２４０ 

その他

のもの 

表示面積

１平方メ

ートル１

年につき 

２，４００ 

＜省略＞ 

旗ざお 祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

１本１日

につき 

２４ 

 その他

のもの 

１本１月

につき 

２４０ 

 

幕（令第祭礼、その面積 ２４ 



 

６０ 

 

７条第４

号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。） 

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

１平方メ

ートル１

日につき 

その他

のもの 

その面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２２０ 

アーチ 車道を

横断す

るもの 

１基１月

につき 

２，２００ 

その他

のもの 

１，１００ 

令第７条

第４号に

掲げる工

事用施設

及び同条

第５号に

掲げる工

事用材料 

 占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２２０ 

令第７条

第６号に

掲げる仮

設建築物 

 占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

１８０ 

令第７条

第１２号

に掲げる

器具◎◎ 

 占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

令第７条

第１５号

に掲げる 

 

 

 

占用面積

１平方メ

ートル１

Ａに０．０

３１を乗じ

て得た額 

７条第４

号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。） 

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

１平方メ

ートル１

日につき 

その他

のもの 

その面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２４０ 

アーチ 車道を

横断す

るもの 

１基１月

につき 

２，４００ 

その他

のもの 

１，２００ 

令第７条

第４号に

掲げる工

事用施設

及び同条

第５号に

掲げる工

事用材料 

 占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２４０ 

令第７条

第６号に

掲げる仮

設建築物 

 占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

１７０ 

 

令第７条

第１２号

に掲げる

器具◎◎ 

 占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

Ａに０．０

３３を乗じ

て得た額 

 

    



 

６１ 

 

施設○○ 年につき 
     

    
 

備考 ＜省略＞ 備考 ＜省略＞ 
  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、令和８年４月１日以後に徴収

する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお

従前の例による。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、愛知県道路占用料条例（昭和４３年愛知県条例

第８号）の一部改正を考慮し、道路占用に係る占用料を改定するに当たり、

瀬戸市道路占用料条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。 



６２ 

 

７年市長提出第９８号議案 

瀬戸市公共用物の管理に関する条例の一部改正について 

瀬戸市公共用物の管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定めるものとする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市公共用物の管理に関する条例の一部を改正する条例 

 瀬戸市公共用物の管理に関する条例（平成５年瀬戸市条例第１４号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

種類 単位 占用料 

電柱、電

話柱その

他これら

に類する

ものを設

置する場

合 

第１種電柱 １本１年

につき 

円 

９９０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

第１種電話柱 ８８０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の柱類 ８８ 

＜省略＞ 

水管、下

水道管、

ガス管そ

の他これ

らに類す

るものを

設置する

場合◎◎ 

外径が０．０

７メートル未

満のもの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

３７ 

外径が０．０

７メートル以

上０．１メー

トル未満のも

の 

５３ 

種類 単位 占用料 

電柱、電

話柱その

他これら

に類する

ものを設

置する場

合 

第１種電柱 １本１年

につき 

円 

９５０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

第１種電話柱 ８５０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の柱類 ８５ 

＜省略＞ 

水管、下

水道管、

ガス管そ

の他これ

らに類す

るものを

設置する

場合◎◎ 

外径が０．０

７メートル未

満のもの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

３６ 

外径が０．０

７メートル以

上０．１メー

トル未満のも

の 

５１ 



６３ 

 

外径が０．１

メートル以上

０．１５メー

トル未満のも

の 

７９ 

外径が０．１

５メートル以

上０．２メー

トル未満のも

の 

１１０ 

外径が０．２

メートル以上

０．３メート

ル未満のもの 

１６０ 

外径が０．３

メートル以上

０．４メート

ル未満のもの 

２１０ 

外径が０．４

メートル以上

０．７メート

ル未満のもの 

３７０ 

外径が０．７

メートル以上

１メートル未

満のもの 

５３０ 

外径が１メー

トル以上のも

の 

１，１００ 

令第７条第４号に掲げる

工事用施設及び同条第５

号に掲げる工事用材料◎ 

占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２２０ 

その他公共用物を占用す

る場合 

占用面積

１平方メ

１，８００ 

外径が０．１

メートル以上

０．１５メー

トル未満のも

の 

７７ 

外径が０．１

５メートル以

上０．２メー

トル未満のも

の 

１００ 

外径が０．２

メートル以上

０．３メート

ル未満のもの 

１５０ 

外径が０．３

メートル以上

０．４メート

ル未満のもの 

２００ 

外径が０．４

メートル以上

０．７メート

ル未満のもの 

３６０ 

外径が０．７

メートル以上

１メートル未

満のもの 

５１０ 

外径が１メー

トル以上のも

の 

１，０００ 

令第７条第４号に掲げる

工事用施設及び同条第５

号に掲げる工事用材料◎ 

占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２４０ 

その他公共用物を占用す

る場合 

占用面積

１平方メ

１，７００ 



６４ 

 

ートル１

年につき 
 

ートル１

年につき 
 

備考 ＜省略＞ 備考 ＜省略＞ 
  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、令和８年４月１日以後に

徴収する占用料等に適用し、同日前に徴収する占用料等については、な

お従前の例による。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、愛知県道路占用料条例（昭和４３年愛知県条例

第８号）の一部改正を考慮するとともに、瀬戸市道路占用料条例（昭和４

８年瀬戸市条例第１９号）及び瀬戸市河川管理条例（平成１２年瀬戸市条

例第１８号）との整合を図るに当たり、瀬戸市公共用物の管理に関する条

例中所要の事項を改正するため必要があるからである。 
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７年市長提出第９９号議案 

瀬戸市河川管理条例の一部改正について 

瀬戸市河川管理条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとす

る。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市河川管理条例の一部を改正する条例 

 瀬戸市河川管理条例（平成１２年瀬戸市条例第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第２ 土地占用料（第５条関係） 別表第２ 土地占用料（第５条関係） 

占用の種類 単位 占用料 

（単位円） 

＜省略＞ 

柱類及び塔

類を設置し

て占用する

場合◎◎◎ 

第１種電柱 １本１年

につき 

９９０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

第１種電話柱 ８８０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の柱類 ８８ 

＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

占用の種類 単位 占用料 

（単位円） 

＜省略＞ 

柱類及び塔

類を設置し

て占用する

場合◎◎◎ 

第１種電柱 １本１年

につき 

９５０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

第１種電話柱 ８５０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の柱類 ８５ 

＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

備考 ＜省略＞  備考 ＜省略＞ 
  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この条例による改正後の別表第２の規定は、令和８年４月１日以後に

徴収する土地占用料に適用し、同日前に徴収する土地占用料については、

なお従前の例による。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、愛知県流水占用料等徴収条例（平成１２年愛知

県条例第１３号）の一部改正を考慮するとともに、瀬戸市道路占用料条例

（昭和４８年瀬戸市条例第１９号）及び瀬戸市公共用物の管理に関する条

例（平成５年瀬戸市条例第１４号）との整合を図るに当たり、瀬戸市河川

管理条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。 
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７年市長提出第１００号議案 

   駐車場に係る指定管理者の指定について 

 本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称 

 ⑴ 宮川駐車場 

 ⑵ 瀬戸市駅前駐車場 

 ⑶ 東横山駐車場 

 ⑷ 瀬戸口駅北駐車場 

２ 指定管理者となる団体 

  名古屋市中川区八熊二丁目１番１１号 

  株式会社日本メカトロニクス 

  代表取締役社長 北村博人 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、宮川駐車場、瀬戸市駅前駐車場、東横山駐車場

及び瀬戸口駅北駐車場の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決

を求めるため必要があるからである。 
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７年市長提出第１０１号議案 

瀬戸市火入れに関する条例の一部改正について 

瀬戸市火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

瀬戸市火入れに関する条例（昭和５９年瀬戸市条例第１２号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（火入れの制限） （火入れの制限） 

第１１条 火入者及び火入責任者は、火入れの許

可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意

報又は瀬戸市火災予防条例（昭和３７年瀬戸市

条例第１６号）第２９条に定める火災に関する

警報若しくは同条例第２９条の８に定める林野

火災に関する注意報（以下「強風注意報等」と

いう。）が発令されたときは、火入れを行って

はならない。 

第１１条 火入者及び火入責任者は、火入れの許

可の期間中であっても、強風注意報若しくは乾

燥注意報又は瀬戸市火災予防規則（平成４年瀬

戸市規則第１９号）第３条に定める火災に関す

る警報（以下「強風注意報等」という。）が発

令されたときは、火入れを行ってはならない。 

附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、林野火災対策を推進するため、林野火災に関す

る注意報が発令された際の対応を規定するに当たり、瀬戸市火入れに関す
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る条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。 
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７年市長提出第１０２号議案 

   道の駅瀬戸しなの（地域振興施設に限る。）に係る指定管理者の指

定について 

 本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称 

  道の駅瀬戸しなの（地域振興施設に限る。） 

２ 指定管理者となる団体 

  富山県富山市湊入船町３番３０号 

  株式会社ジェック経営コンサルタント 

  代表取締役 山瀬孝 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、道の駅瀬戸しなの（地域振興施設に限る。）の

指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるため必要がある

からである。 
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７年市長提出第１０３号議案 

   道の駅瀬戸しなの（地域振興施設を除く。）に係る指定管理者の指

定について 

 本市は、次の内容により指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 施設の名称 

  道の駅瀬戸しなの（地域振興施設を除く。） 

２ 指定管理者となる団体 

  瀬戸市品野町１丁目１２６番地の１ 

  道の駅瀬戸しなの株式会社 

  代表取締役 鈴木政成 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、道の駅瀬戸しなの（地域振興施設を除く。）の

指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるため必要がある

からである。 
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７年市長提出第１０４号議案 

瀬戸市水道事業給水条例の一部改正について 

瀬戸市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの

とする。 

令和７年１１月２８日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

瀬戸市水道事業給水条例（昭和３５年瀬戸市条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（水道使用者等の届出義務） （水道使用者等の届出義務） 

第２４条 水道使用者等は、次の各号の一に該当

する場合は、あらかじめ市長に届け出なければ

ならない。 

⑴ ＜省略＞ 

 

⑵ ＜省略＞ 

第２４条 水道使用者等は、次の各号の一に該当

する場合は、あらかじめ市長に届け出なければ

ならない。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 用途を変更するとき。 

⑶ ＜省略＞ 

（料金） （料金） 

第３０条 料金は、次の表に定めるところにより

算定した基本料金の額及び従量料金の額にそれ

ぞれ１００分の１１０を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

を合算した額とする。 

第３０条 料金は、給水料及びメーター使用料と

する。 

 ⑴ 給水料の額は、次の表に定めるところによ

り算出した基本料金と超過料金の額にそれぞ

れ１００分の１１０を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。

）を合算した額とする。 
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基本料金 従量料金 

（１立方メートルに

つき） 

メーターの口

径 

料金 

（１月につき

） 

 

ミリメートル 

１３ 

円 

１，０１５ 

１０立方メートルま

で ６０円 

１０立方メートルを

超え２０立方メート

ルまで ２００円 

２０立方メートルを

超え５０立方メート

ルまで ２７０円 

５０立方メートルを

超え１００立方メー

トルまで ３２０円 

１００立方メートル

を超えるもの ３５

０円 

２０ １，２４５ 

２５ １，３７０ 

４０ １，４９５ 

５０ ４，１６０ 

７５ ６，５４５ 

１００ ６，９３０ 

１５０ １４，８２５ 

 

種別及

び用途 

基本料金 

（１月につき） 

超過料金 

（１立方メート

ルにつき） 

備考 

基本水

量 

金額 超過水

量 

金額 

家庭用 立方メ

ートル 

１０ 

円 

 

９７５ 

立方メ

ートル

１０ま

で 

円 

１５５ 

一般家庭

用 

  １０を

超え４

０まで 

２００  

４０を

超える

もの 

２５５  

営業用 １０ ９７５ １０ま

で 

１７０ 官公署、

学校、病

院、工場

、事務所

及び次欄

に属しな

い営業に

使用する

もの 

１０を

超え４

０まで 

２１０ 

４０を

超え９

０まで 

２５５ 

９０を

超える

もの 

２８０ 

湯屋営

業用 

１０ ７５５ － ８０ 一般公衆

浴場に使

用するも

の 

娯楽用 １０ ２，０

２０ 

－ ２８０ 噴水、滝

、園地そ

の他娯楽

に使用す

るもの 
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臨時・ 

散水用 

１０ １，２

９５ 

１０ま

で 

１７０ 建設工事

、散水そ

の他一時

的に使用

するもの 

１０を

超え４

０まで 

２１０ 

４０を

超え９

０まで 

２５５ 

９０を

超える

もの 

２８０ 

私設共

用 

１０ ６７５ １０ま

で 

１３５  

１０を

超える

もの 

１７５ 

 

 ⑵ メーター使用料の額は、次の表に定めると

ころにより算出した額に１００分の１１０を

乗じて得た額（１円未満の端数があるときは

、これを切り捨てる。）とする。 

 口径 金額（１個１月につき） 

ミリメートル 

１３ 

円 

４０ 

２０ ５０ 

２５ ８０ 

４０ １６０ 

５０ ３６０ 

７５ ５００ 

１００ ６００ 

１５０ １，９００ 
 

 

第３１条 削除 

（最低使用水量） 

第３１条 最低使用水量は、基本料金の水量とし

、１給水装置の１月の使用水量が、前条第１号

に定める基本料金の水量に満たない場合であっ

ても、基本料金の水量まで使用したものとして
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計算する。 

（使用水量の認定） （使用水量及び用途の認定） 

第３３条 市長は、次の各号の一に該当するとき

は、使用水量を認定する。 

第３３条 市長は、次の各号の一に該当するとき

は、使用水量及びその用途を認定する。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ 料率の異なる２種以上の用途に水道を使用

するとき。 

⑵ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

（特別な場合における料金の算定） （特別な場合における料金の算定） 

第３５条 月の中途において、水道の使用を開始

し若しくは廃止し又は中止したときの料金は、

次のとおりとする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

第３５条 月の中途において、水道の使用を開始

しもしくは廃止しまたは中止したときの料金は

、次のとおりとする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

２ 前項第１号の場合において、使用水量が最低

使用水量の２分の１を超えるときは、その超え

る部分は、超過料金として同号の料金に加算す

る。 

２ 前項第１号の場合において、使用水量が最低

使用水量の２分の１をこえるときは、そのこえ

る部分は、超過料金として同号の料金に加算す

る。 

３ 月の中途において、メーターの口径に変更が

あった場合は、その使用日数の多い口径の料金

を適用して算定する。ただし、使用日数が同じ

であるときは、変更後のメーターの口径に従う

。 

３ 月の中途において、その用途に変更があった

場合は、その使用日数の多い料率を適用して算

定する。 

（料金算定基準の認定） （用途その他の認定） 

第３７条 使用者が届け出た料金の算定基準とな

る事項が事実と相違するときは、市長がこれを

認定する。 

第３７条 用途その他算定基準の届け出が事実と

相違するときは、市長がこれを認定する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

（経過措置） 

２ 改正後の瀬戸市水道事業給水条例（以下「改正後の条例」という。） 
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 第３０条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して供給し 

 ている水道の使用で、同日前までの使用水量に係る料金が含まれる場合 

 については、なお従前の例による。 

 （令和１０年３月分までの料金に関する特例） 

３ 令和１０年３月分までの料金については、改正後の条例第３０条の表 

 の規定にかかわらず、「１０立方メートルまで ６０円」とあるのは「 

 １０立方メートルまで ０円」とする。 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、水道事業の健全な経営を維持し、安全で安心な

水を安定して供給するため、水道料金及び料金体系を改定するに当たり、

瀬戸市水道事業給水条例中所要の事項を改正するため必要があるからであ

る。  


